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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組みについて 

 

 

平素は、大阪府政へのご理解・ご協力をいただきお礼申し上げます。 

また、新型コロナウイルス感染症に対する取組みにつきましても、ご協力いただき誠に

ありがとうございます。 

さて、１月８日、第 34回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、府内で感

染が急拡大している状況や医療のひっ迫状況を踏まえ、府内全域を対象として、国に対

し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出を要請することと

いたしました。 

また、府民に対し緊急事態宣言が発出されている１都３県との往来を自粛することや、

経済界に対しテレワークをより推進すること等について要請するとともに、現在実施して

いる、大阪市全域の酒類の提供を行う飲食店等に対する営業時間短縮等の要請について、

緊急事態宣言発出まで延長することといたしました。 

つきましては、本会議で決定された要請内容についてご理解・ご協力をいただくととも

に、貴団体内でのご周知についてご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 
 

 

  
別添資料１ レッドステージ（非常事態）の対応方針に基づく要請 

 

問い合わせ先 代表 06-6941-0351 

本通知について 

 建築振興課 田口（内線 3080） 

上記要請について 

災害対策課 

  竹本、矢ヶ部（内 4947、4948） 


